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通信工事積算価格算定要領

第１ 総則

１ 適用範囲

建設工事のうち、通信工事（通信・情報設備工事を除く。）の積

算価格を算定する場合は、「通信工事積算基準」、「通信工事積算

要領」（以下「積算要領」という。）によるほか、本要領の定める

ところによる。

通信・情報設備工事に係る積算価格を算定する場合は、公共建築

工事共通費積算基準による。

２ 積算価格の構成

積算価格の構成は、次のとおりとする。

（工事種目）

機器設置等工事
調整試験費
その他

直接
工事費

製造会社等による

純工事費 調整試験費

工事 共通仮設費
原価

工事
価格 現場管理費 共通費

積算 一般管理費等
価格

消費税等相当額

３ 積算価格内訳明細書の作成

(1) 予定価格の基礎となる積算価格内訳明細書（以下「積算価格内

訳書」という。 )は、工事の種別、規模、工期、施工場所、環境、

他工事との関連、契約上の諸条件、現地調査の資料等を勘案し、

図面、仕様書、現場説明書（以下「設計図書」という。 ) 及び建

設工事請負契約書（以下「契約書」という。）に基づいて適正に

積算しなければならない。

(2) 積算価格内訳書は、工事種目別に作成するものとする。

(3) 積算価格内訳書に記載する数量の算出及び単価の決定は、本要

領によるほか別に定める「積算要領」によるものとする。
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第２ 直接工事費

直接工事費は、工事目的物を造るために直接必要とする費用で、

直接仮設に要する費用を含め、工事種目ごとに区分して計上するも

のとし、材料費に個別の数量を乗じて積算するか、材料費、労務費、

機械経費及び運搬費等の複合された費用として別に定める「通信工

事積算要領第３章通信工事標準歩掛り（以下「標準歩掛り」という。

）」による複合単価又は市場単価に数量を乗じて積算するものとす

る。

１ 材料費

材料費は、工事の施工に必要な材料の数量及び単価により積算す

る。

(1) 単 価

材料費の単価は、原則として積算時の最新の現場渡し価格（以

下「市場価格」という。）とし、物価資料の掲載価格、製造業者

の見積価格等を参考に、数量の多寡、施工条件等を考慮して定め

るものとする。

(2) 単価決定の原則

ア 単価は、市場価格が不安定な場合においても、原則として前

号によるものとし、施工期間中における変動の予想は見込まな

いものとする。

イ 単価は、原則として現場着単価（現場の材料置場への積卸価

格）とする。

ウ 設計図書において、材料、施工方法等を２種類以上指定する

場合の単価は、比較計算において最も安価と認められるものを

採用する。

(3) 市場価格

ア 市場価格の変動が著しく、物価資料に掲載された価格が、市

場取引きの実態と異なると認められるときは、調査法人に随時

調査を依頼して得られる価格を採用することができる。

イ 市場価格は、原則として大口需要者価格によるものとする。

ただし、数量の少ない品目は、小口需要者価格を採用すること

ができる。

(4) 見積による価格

ア 大量の同一材料がある場合は、当該材料の製造業者又は取扱

店のなるべく２社以上に見積条件を明示して見積価格等の提出

を受け、これを審査し、適正な価格を採用するものとする。
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イ 設計図書に特記のある材料又は加工を必要とする材料で特許

を有しているか若しくは他の競争を許さない場合は、当該材料

の製造業者又は取扱店に対し、見積条件を明示して見積価格等

の提出を受け、これを審査し、適正な価格を採用するものとす

る。

ウ 前各号以外の場合においても、立地条件その他により、必要

と認められるときは、随時、見積価格等を徴し、これを審査し、

適正な価格を採用するものとする。

(5) 残 材

次の各号に掲げるものは、その残材価格を算定し、材料費より

控除するものとする。ただし、少量の場合はこの限りではない。

ア 鋼材１次製品の切り落としくずで売却して処分できるもの。

イ その他特に必要と認められるもの。

(6) 支給材料及び寄託機械機器

支給材料（契約書第１５条第１項の工事材料をいう。）及び寄

託機械機器（契約書第１６条第１項の寄託者が保有する据付を要

する機械機器をいう。以下「寄託品」という。）は、積算価格内

訳書の備考欄に「支給材料」又は「寄託品」と明記する。

(7) 数 量

設計図書に示された内容に基づき「積算要領」の定める方法に

より数量を積算するものとする。

(8) 消費税等相当額

工事価格の積算における材料等の価格は、消費税等相当分を含

まないものとする。

２ 労務費

(1) 労務費は、労務単価及び工数をもって構成し、労務単価は、整

備計画局長が定める「労務単価」に、工数は、原則として標準歩

掛りによるものとする。

(2) 労務単価の増額

次の各号に掲げる諸手当は、労務単価に加算することができる

ものとする。

ア 基本作業時間外の作業手当

イ 著しく危険な作業、重量物又は長大物を取扱う作業及び衛生

上、有害な作業（異常気圧下、毒劇物、その他有害な材料を使

う作業、粉塵等を発散する作業等）等に対する特殊作業手当

ウ 高い技能を有する労働者に対する技能手当
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エ 災害その他、避けることができない事由により、必要となる

労働者に対する特別手当

(3) 労務単価の特例

特許若しくは特定の工法、材料等を使用するため、当該工法の

特定施工業者又は当該材料に対する指定した施工業者でなければ

施工できない場合は、工事施工地以外の労務単価によることがで

きる。この場合においては、必要な費用を「表－１－（１０）」

に計上できる。

(4) 労務歩掛の割増

次の各号に該当する工事にあっては、労務の歩掛りを割り増す

ことができる。この場合においては、理由を付して施設技術管理

官に通知しなければならない。

ア 気象条件及び作業条件等による制約により、施工作業能率の

低下を余儀なくされると認められる場合。ただし、やむを得ず

夜間作業を行う場合の割増は「第２－２－ (２ )－ア」による。

イ その他上記に準ずる場合

３ 機械経費

機械経費は、建設機械等経費及び建設用仮設材経費の積算等につ

いて（防整技第７１７９号。２８．３．３１）により積算するもの

とする。

なお、これによりがたい場合は、物価資料の掲載価格、専門工事

業者の見積価格等を参考とする。

４ 運搬費

工事現場以外で加工を要する材料、仮設材料等の運搬に要する費

用は、必要に応じて「請負工事機械経費積算要領」により定める。

ただし、これによりがたい場合は、物価資料の掲載価格、専門工事

業者の見積価格等を参考とする。

５ 調整試験費

調整試験費は、通信機器等の調整試験に要する費用とする。

(1) 調整試験費（製造会社等による調整試験費を除く。）

「積算要領」により積算するもとする。

(2) 製造会社等による調整試験費

「第９－１」製造会社等による通信機器等の調整試験費により

積算する。



－5－

６ 測定器損料

(1) 測定器損料は、通信機器等の据付及び調整試験に必要な測定器

の損料とする。

(2) 測定器損料は、「積算要領」により積算するものとする。

７ 直接仮設費

(1) 直接仮設費は、工事の施工に伴い直接必要な仮設材の損料、組

立解体等の費用の合計額とする。

(2) 直接仮設費は、工事の規模、工期及び工事現場等実状勘案の上、

積算するものとする。

(3) 直接仮設費は、「積算要領」により積算するものとする。

８ 市場単価

市場単価は、元請業者と下請の専門工事業者間の契約に基づき調

査された単位施工当たりの取引価格であり、物価資料に掲載された

「建築工事市場単価」による。なお、「標準歩掛り」に定める工種

に適用する。また、市場単価は材料費、労務費、機械経費等によっ

て構成されるが、その掲載条件が一部異なる場合の単価については、

類似の市場単価を適切に補正して算定することができる。

９ 複合単価

複合単価は、材料費にその労務費又は施工費等を含めた単価をい

い、「積算要領」及び本要領により積算するものとする。

これによりがたい場合は、専門工事業者の見積価格等を参考に算

定するが、施工費を見積による場合は、２社以上に見積条件を明示

して、見積書の提示を求め、これを審査し、適正な価格を採用する

ものとする。
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第３ 共通費

共通費は、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等に区分し積算

する。

１ 共通仮設費

(1) 共通仮設費の内容は、表－１のとおりとする。

表－１ 共通仮設費

科 目 内 容

(1)仮設建物費 受注者の仮設建物（現場事務所、倉庫、作業所工作所、作業

員施設等）、労働者の宿泊及び輸送に要する費用、設計図書

に明示された工事監督官事務所及び宿舎の設置維持に要する

費用

(2)準備費 工事着手前の調査・測量、丁張、伐開、除根、除草整地及び

後片付け等に要する費用、仮橋、仮道、仮囲い、防塵対策等

に要する費用、その他施工上必要な準備等に要する費用

(3)動力光熱用水費 動力、光熱、用水等に要する費用

(4)整理清掃費 工事現場の全般的な整理清掃費、後片付け、養生等に要する

費用

(5)機械器具費 工事施工に必要な機械設備の設置、撤去及び補修等に要する

費用

(6)運搬費 建設機械及び仮設材等の搬入、搬出等に要する費用

(7)試験費 品質管理のための試験、出来形管理のための測量、図面作成

及び写真管理、完成図の作成、工程管理及び技術管理上必要

な資料の作成等に要する費用

(8)安全対策費 工事区域内の安全管理、安全施設、交通管理等に要する費用

(9)工事補償費 工事施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下等に起因す

る工事損失を防止するため、仮施設の設置、維持管理等に要

する費用

(10)その他の その他上記のいずれの項目にも属さない費用

共通仮設費
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(2) 共通仮設費の算定

共通仮設費は、表－１に掲げる費用を積み上げにより積算する

か、直接工事費の額に別表－１に定める共通仮設費率を乗じて算

定した額とする。共通仮設費率に含まれない内容については、必

要に応じて別途積み上げにより積算して加算する。

共通仮設費の算定は、次式による。

Ｐ＝ (Ａ－Ｂ )×Ｄ＋ (Ｃ×Ｄ×Ｅ )＋Ｇ

Ａ：直接工事費

Ｂ：製造会社等調整試験費

Ｃ：直接調整試験費

Ｄ： (Ａ－Ｂ＋ (Ｃ×Ｅ ))に対応した共通仮設費率

Ｅ：製造会社等調整試験費を含む場合の補正係数

Ｇ：積み上げによる共通仮設費

(3) 共通仮設費率に含む内容は、表－２による。

表－２ 共通仮設費率に含む内容

科 目 内 容

(1)仮設建物費 現場事務所、試験室、倉庫、材料保管場、労働者宿舎の設

置、撤去、維持、補修及びそれらの土地・建物の借り上げに

要する費用、労働者の宿泊及び輸送に要する費用

(2)準備費 工事着手前の調査・測量、丁張及び伐開、除根、除草、整地

等に要する費用

(3)動力光熱用水費 工事用動力、光熱、用水の設備等に要する費用

(4)整理清掃費 工事現場の全般的な整理清掃費、後片付、養生等に要する費

用

(5)運搬費 重量２０ｔ未満の建設機械及び仮設材等の搬入、搬出並びに

現場内小運搬、重量２０ｔ以上の建設機械の現場内小運搬

(6)試験費 品質管理のための試験等に要する費用、出来形管理の測量図

面作成、写真管理等に要する費用、完成図の作成に要する費

用、工程管理のための資料作成に要する費用

(7)安全対策費 工事区域内全般の安全管理上の監視、連絡等に要する費用、

標示板、標識、保安燈、防護柵、バリケード照明等の安全施

設類に要する費用、不稼動日の保安要員等の費用、夜間作業

を行なう場合の照明に要する費用、安全用品等の費用、安全

委員会等に要する費用

(8)その他 上記のいずれの項目にも属さない軽微なものの費用

(4) 共通仮設費の積算は、本要領によるほか、「積算要領」による

ものとする。
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２ 現場管理費

(1) 現場管理費の内容は、表－３のとおりとする。

表－３ 現場管理費

科 目 内 容

(1)労務管理費 現場労働者の労務管理に要する費用

・募集及び解散に要する費用

・慰安、娯楽、厚生に要する費用

・純工事費に含まれない作業用具及び作業用被服等の費用

・事業主が労働者に支払った賃金等以外に食事費、通勤費等

の補助に要する費用

・安全、衛生に要する費用で安全講習、受験、その他研修訓

練等に要する費用

・労災保険法による給付以外で、業務上の災害補償に要する

費用

・労災補償共済制度掛金

(2)租税公課 ・工事契約書、下請契約書等の印紙代、申請書、謄抄本登記

等の証紙代

・自動車税

・固定資産税

(3)保険料 火災保険、工事保険、自動車保険、組立保険の保険料とする

(4)従業員給料 現場従業員の給料、諸手当（危険手当、交通費手当）、賞与

手当 ただし、保安要員は共通仮設費に含む

(5)退職金 現場従業員に対する退職金及び退職給与引当金繰入額とし、

原価負担分を含める

・直傭の労働者失業保険料事業主負担額

・現場従業員健康保険料事業主負担額

・直傭の労働者健康保険料事業主負担額

・現場従業員厚生年金保険料事業主負担額

・直傭の労働者厚生年金保険料事業主負担額

・建設業退職金共済組合掛金

・中小企業退職金共済法掛金

(6)法定福利費 現場従業員、現場労働者及び現場雇用労働者に関する労災保

険料、雇用保険料、健康保険料の事業主負担額並びに建設業

退職金共済制度に基づく事業主負担額

(7)福利厚生費 現場従業員に対する慰安、娯楽、厚生、貸与被服、健康診断

医療、慶弔見舞等に要する費用

(8)事務用品費 事務用消耗品類の購入費及び新聞、図書、雑誌等の購入費、

工事用写真代

(9)通信交通費 現場従業員が本支店に出張した旅費、発注者等への連絡交通

費（連絡用車の費用も含む）、及び電話郵便等の通信費

(10)補償費 工事施工に伴う人的、物的損害に支払われた補償費で下記に

相当するものとする

物的等損害補償、騒音、振動、渇水、車両通行等の迷惑料等

で第三者に支払われた費用

(11)その他雑費 上記いずれにも属さない費用
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(2) 現場管理費は、表－３に掲げる費用を積み上げにより積算する

か、純工事費の額に別表－２に定める現場管理費率を乗じて算定

した額とする。現場管理費率に含まれない内容については、必要

に応じて別途積み上げにより積算して加算する。

現場管理費の算定は、次式による。

Ｆ＝ (Ａ－Ｅ－Ｈ－Ｂ－Ｃ )×ｆ＋(Ｂ＋Ｃ)×Ｄ×ｆ＋ (Ｇ＋Ｈ)

×Ｉ×ｆ＋(Ｊ×Ｋ×ｆ)＋ (Ｌ×Ｍ×ｆ)

Ａ：純工事費

Ｂ：主要な機器の額

Ｃ：主要な機器に係る共通仮設費の額

Ｄ：主要な機器を含む場合の補正係数

Ｅ：製造会社等調整試験費

Ｇ：直接調整試験費

Ｈ：直接調整試験費に係る共通仮設費の額

Ｉ：製造会社等調整試験費を含む場合の補正係数

Ｊ：支給材料を新品と仮定した場合の評価額

Ｋ：支給材料を含む場合の補正係数

Ｌ：寄託品の額

Ｍ：寄託品を含む場合の補正係数

ｆ： (Ａ－Ｅ＋(Ｇ×Ｉ )＋ (Ｊ×Ｋ )＋ (Ｌ×Ｍ ))

に対応する現場管理率

(3) 寄託品の額

寄託品の額は、次の各号による。

ア 防衛省設置法第４条１３号に規定する装備品等及び役務の調

達に関する事務を所掌する機関（以下「調達機関」という。）

において、契約済みのものは契約価格とし、未契約のもは予算

価格の９０％とする。

イ 使用期間が、１年以内は購入価格の１００％、１年を超え６

年以内７０％、６年を超え１１年以内５０％、１１年を超える

ものは３０％とする。
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３ 一般管理費等

(1) 一般管理費等の内容は、表－４のとおりとする。

表－４ 一般管理費等

(1) 一般管理費項目 内 容

① 役員報酬 取締役及び監査役に要する報酬

② 従業員給料手当 本店及び支店の従業員等に対する給与、諸手当及び賞

与（賞与引当金繰入額を含む。）

③ 退職金 本店及び支店の役員並びに従業員に対する退職金（退

職給与引当金繰入額及び退職年金掛金を含む。）

④ 法定福利費 本店及び支店の従業員に対する労災保険、雇用保険

料、健康保険料及び、厚生年金保険料の事業主負担額

⑤ 福利厚生費 本店及び支店の従業員に対する慰安、娯楽、貸与被服

、医療、慶弔見舞等の福利厚生等に要する費用

⑥ 維持修繕費 建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費

等

⑦ 事務用品費 事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品、

新聞参考図書等の購入費

⑧ 通信交通費 通信費、旅費及び交通費

⑨ 動力用水光熱費 電力、水道、ガス等の費用

⑩ 調査研究費 技術研究、開発等の費用

⑪ 広告宣伝費 広告、公告又は宣伝に要する費用

⑫ 交際費 得意先、来客等の接待、慶弔見舞等に要する費用

⑬ 寄付金 社会福祉団体等に対する寄付

⑭ 地代家賃 事務所、寮、社宅等の借地借家料

⑮ 減価償却費 建物、車両、機械装置、事務用備品等の原価償却費額

⑯ 試験研究償却費 新製品又は新技術の研究のための特別に支出した費用

の償却額

⑰ 開発償却費 新技術又は新経営組織の採用、資源の開発並びに市場

の開拓のため特別に支出した費用の償却額

⑱ 租税公課 不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占有料そ

の他の公課

⑲ 保険料 火災保険その他の損害保険料

⑳ 契約保証費 契約の保証に必要な費用

21 雑費 社内打合せの費用、諸団体会費等の上記のいずれにの

項目にも属さない費用

(2) 付加利益

① 法人税、都道府県民税、市町村民税等

② 株主配当金

③ 役員賞与金

④ 内部留保金

⑤ 借入資本利子（支払利息、割引料、社債利息、支払保証料）

(2) 一般管理費等（契約保証費は除く。）は、工事原価の額に別表

３に掲げる一般管理費等率を乗じて得た額とする。

一般管理費等（契約保証費は除く。）の算定は次式による。

Ｆ＝ (Ａ－Ｂ－Ｅ )×ｆ

Ａ：工事原価

Ｂ：主要な機器の額

Ｅ：製造会社等調整試験費

ｆ： (Ａ－Ｂ－Ｅ )に対応する一般管理費等率

(3) 寄託品及び支給材料の評価額は一般管理費等の対象としない。
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(4) 一般管理費等率の補正

一般管理費等率は、別表３に掲げる前払金支出割合区分ごとに

定める補正係数を一般管理費等率に乗じて得た率とする。

(5) 契約保証に必要な費用の取扱い

契約保証費を計上する場合の一般管理費等の積算は、前払金支

出割合の相違による補正を行った値に、別に定める「契約の保証

に必要な費用の積算」の補正値を（２）項により求められた額に

加算したものとする。

４ その他

(1) 共通費を積み上げによる場合は、現場の条件、状況等実状に応

じた適正な額を算定する。

(2) 通信・情報設備工事を加算する場合は、各工事ごとの工事原価

の合計額に各工事のうち最も工事原価が大きい工事の一般管理費

等率を乗じて得た額を加算した額を工事価格とする。

第４ 下請経費等

１ 下請経費等は、「積算要領」により算定する。

２ 主要な機器の額は、下請経費等の対象としない。

第５ 工事価格と製造会社による見積価格との比較

工事費に占める通信機器（寄託品相当）価格及び製造会社試験調

整費の割合が多い場合は、本要領による工事価格と当該通信機器製

造会社等の見積を査定した価格（施工費含む。）とを比較し、低価

と認められたものを採用するものとする。

第６ 消費税等相当額

消費税等相当額は、消費税及び地方消費税相当分を積算するもの

とする。
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第７ 落札率

当初請負代金額から消費税等相当額を減じた額を当初工事費内訳

書記載の工事価格で除した比率（以下「落札率」という。）の端数

処理については、小数点以下第５位を四捨五入して４位止めとする。

第８ 設計変更の積算価格

１ 直接工事費

設計変更による材料費、労務費等の単価は原則として現に契約履

行中の工事（以下「原工事」という。）の単価による。ただし、当

該工事実施時の価格が原工事と相当異なるときは、時価によること

ができる。

なお、新規項目については時価とする。

２ 共通仮設費

(1) 共通仮設費は「第３－１共通仮設費」により積算するものとす

る。

(2) 設計変更における共通仮設費については、共通仮設費を積み上

げにより算定した場合は設計変更においても積み上げにより算定

し、比率により算定した場合は設計変更においても比率により算

定する。

この場合の共通仮設費は、設計変更の内容を当初発注工事内に

含めた場合の共通仮設費を求め、当初発注工事の共通仮設費を控

除した額とする。

３ 現場管理費

(1) 現場管理費は、「第３－２現場管理費」により積算するものと

する。

(2) 設計変更における現場管理費については、現場管理費を積み上

げにより算定した場合は設計変更においても積み上げにより算定

し、比率により算定した場合は設計変更においても比率により算

定する。

この場合の現場管理費は、設計変更の内容を当初発注工事内に

含めた場合の現場管理費を求め、当初発注工事の現場管理費を控

除した額とする。
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４ 一般管理費等

(1) 一般管理費等は、「第３-３ 一般管理費等」により積算するも

のとする。

(2) 設計変更における一般管理費等については、設計変更の内容を

当初発注工事内に含めた場合の一般管理費等を求め、当初発注工

事の一般管理費等を控除した額とする。ただし、設計変更につい

ては契約保証費にかかる補正を行わない。

５ その他

設計変更の内容、その他により前各項によることが著しく不適当

な場合には、実状勘案の上、積算するものとする。

６ 消費税等相当額

消費税等相当額は、「第６消費税等相当額」に準じて積算するも

のとする。

７ 積算価格の算定方法

設計変更積算価格は、当該変更対象の直接工事費を積算し、これ

に当該変更に係わる共通費を加えて得た額に、落札率を乗じ、さら

に消費税等相当額を加えて得た額とする。

第９ 後工事の積算価格

本来一体とすべき同一建築物又は同一敷地内の工事を分割して発

注し、新規に発注する工事（以下「後工事」という。）の積算価格

は、工事価格に契約済みのすべての工事（以下「前工事」とい

う。）のうち、当初に契約した工事の落札率を乗じ、さらに消費税

等相当額を加えて得た額とする。

なお、後工事の共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等は、前

工事と後工事を一括して発注したとして算定した額から、前工事の

額を控除した額とする。
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第１０ 製造会社等による特定工事の積算価格

１ 製造会社等（調整試験可能な会社を含む。）による通信機器等の

調整試験費

(1) 製造会社等技術員による通信機器等の調整試験の対象範囲は、

別表４のとおりとする。

(2) 製造会社等調整試験費の構成は、次による。

労務費

直接調整試験費

測定器損料

純調整試験費 旅 費

間接調整試験費 現地交通費

その他

一般管理費及び

製造会社等 販売費

調整試験費 諸経費

支払利子及び利益

測定器運搬費

技術援助費

(3) 製造会社等調整試験費は、製造会社等に見積条件を明示して見

積価格等の提出を受け、その内容について前項の調整試験費の構

成に従い、次の各号により適正に審査して決定する。

ア 直接調整試験費

(ｱ) 労務費は、製造会社等技術員の労務に要する費用で、その

日額は、調達機関で査定したものによる。ただし、調達機関

で査定したものがない場合は、見積書を審査し適正な価格を

採用する。

(ｲ) 労務工数は、調整試験項目の内容、工程及び人員等を検討

し、決定する。

(ｳ) 製造会社等から現地への往復の移動に要する時間は、移動

工数とし、労務工数に計上する。ただし、製造会社等から現

地に通勤可能と判断できる場合は除くものとする。

(ｴ) 測定器損料は、製造会社等が準備する測定器の使用に要す

る費用で、その算定は、「積算要領」による。
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イ 間接調整試験費

(ｱ) 旅費は、製造会社等技術員の現場への往復及び滞在に要す

る費用で、その額は、製造会社等の旅費規定による。航空機

の利用により旅行日数が短縮し純調整試験費が低減できる場

合は、これによる。

(ｲ) 現地交通費は、現地において必要な交通費とする。

ウ 諸経費

諸経費は、純調整試験費に調達機関で査定した諸経費率を乗

じて得た額とする。ただし、調達機関で査定したものがない場

合は、見積書を審査し適正な価格を採用する。

エ 測定器運搬費

測定器運搬費は、現地に測定器がなく、製造会社等が準備す

る場合で、製造会社等と現地との間、測定器の梱包輸送に要す

る費用とする。

オ 技術援助費

技術援助費は、調整試験の内容が技術的援助契約に該当する

場合に、当該技術援助契約に定められた額を当てる。

２ 製造会社等による機器製作を含む通信機器等の据付、撤去費等

第１０－１項に準じて算定する。
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共通仮設費率表 別表-１

直接工事費 共通仮設費率（％）

２００万円まで ４．００

２００万円を超 下記の算定式により算出された率とする。

え３億円まで 算定式 Ｅ＝４４．５８８×Ｐ －０．１６６１２

ただし、Ｅ：共通仮設費率（％）

Ｐ：直接工事費（円）

端数処理

Ｅの値は、小数点以下第３位を四捨五入

して２位止めとする。

３億円を超える １．７４

もの

現場管理費率表 別表-２

純工事費 現場管理費率（％）

２００万円まで ２０．７７

２００万円を超 下記の算定式により算出された率とする。

え３億円まで

算定式Ｆ＝２７０．１３９×Ｎ －０．１７６８１

ただし、Ｆ：現場管理費率（％）

Ｎ：純工事費（円）

端数処理

Ｆの値は、小数点以下第３位を四捨五入

して２位止めとする。

３億円を超える ８．５７

もの
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一般管理費等率表 別表 -３

工事原価 一般管理費等率（％）

３００万円以下 １２．７７

３００万円を超 下記の算定式により算出された率とする。

え２０億円まで 算定式 Ｇ＝18.256-1.577Log 10C

ただし、Ｇ：一般管理費等率（％）

Ｃ：工事原価（千円）

端数処理

Ｇの値は、小数点以下第３位を四捨五入

して２位止めとする。

２０億円を超え ８．３２

るもの

一般管理費等率の補正係数表

前払金支出 ０％から ５％を超え １５％を超え ２５％を超え ３５％を超え

割合区分 ５％以下 １５％以下 ２５％以下 ３５％以下 ４０％以下

補正係数 １．０５ １．０４ １．０３ １．０１ １．００

注：別表３の一般管理費等率に当該補正係数を乗じて得た率は、小

数点第３位を四捨五入して２位止めとする。

製造会社等調整試験対象機器 別表-４

対 象 機 器

高度の技術を必要とする電子機器で調整を必要とするもの


